
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  その他要望にない項目 

Ｑ：昨年の暮れに、財務省からその他要望

にない項目が、税制改正の要望として提出さ

れており、その多くが今年度の税制改正に上

がってくるのではと言われているそうですが、

どのような要望が上げられているのですか？                         

  

Ａ：全部で20の要望が提出されています。 

【解説】 

財務省から出されたその他要望にない項目

は、民主党政府税調に提出されたものですが、

今年度の税制改正に少なからず影響を及ぼす

ものと思われます。 

主な要望は次のとおりです。 

 ①利子等に係る源泉所得税の納税地の見直し 

 ②源泉所得税に係る加算税の賦課決定の所轄

庁の特例規定等の見直し 

 ③再び居住の用に供した場合の住宅ローン控

除制度の見直し 

 ④財産債務明細書の記載事項の整備 

 ⑤資産の譲渡代金が回収不能となった場合等

の所得計算の特例の所要の規定の整備 

 ⑥国外に居住する相続人等に対する相続税・

贈与税の課税の適正化 

 ⑦災害損失欠損金額の損金算入の申告書記載

要件の明確化 

 ⑧民事再生等による債務免除等があった場合

の期限切れ欠損金の損金算入額限度額の見

直し 

 ⑨特定資産に係る譲渡等損失額の損金算入制

度の制限対象の見直し 

 ⑩税理士制度の見直し                                   
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